
①事 業 の 種 類

②事 業 の 規 模

③従　業　員　数

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

令和　５年　６月３０日

　東大阪市長　　殿

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

様式第二号の八（第八条の四の五関係）

産業廃棄物処理計画書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住　所　大阪市中央区大手前二丁目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏　名　大阪府知事　吉村　洋文

(第１面)

（日本工業規格　Ａ列４番）

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話番号　０６－６９４１－０３５１

別紙１のとおり

３６：水道業

129,228,000m3/年

１５人

計　　画　　期　　間 令和　５年　４月　１日から令和　６年　３月３１日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

事　業　場　の　名　称

事 業 場 の 所 在 地

　寝屋川流域下水道　川俣水みらいセンター

東大阪市川俣二丁目１番１号



(第２面)

産業廃棄物の種類

排　　 出　　 量 315,972 t 144 t

産業廃棄物の種類

排　　 出　　 量 433,761 t 167 t

①現状

②計画

 （これまでに実施した取組）

・曝気槽での硝化促進運転により発生汚泥量を減量する

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

 （管理体制図）

　別紙２　参照

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

 （分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

 （今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

②計画

【目標】

①現状

下水汚泥 下水汚泥（しさ）

 （今後実施する予定の取組）

・現状の方針を継続する。

【前年度（令和４年度）実績】

下水汚泥 下水汚泥（しさ）



(第２面)

4 t 0 t 0 t 40 t 0 t

6 t 1 t 2 t 50 t 1 t

燃え殻

燃え殻廃プラスチック類 木くず がれき類

廃プラスチック類 木くず がれき類 ガラスくず

ガラスくず



(第３面)

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

312,656 t t

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

430,371 t t

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（令和４年度）実績】

 （今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

②計画

 （これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

①現状

下水汚泥

下水汚泥

 （これまでに実施した取組）

　汚泥を中間処理（脱水・焼却）により減量する。

 （今後実施する予定の取組）

　現状の方針を継続する。

【前年度（令和４年度）実績】

【目標】



(第４面)

t t

t t

3,316 t 144 t

優良認定処理業者
への処理委託量

t t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

t t

認定熱回収業者
への処理委託量

t t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
t t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

①現状

【前年度（令和４年度）実績】

下水汚泥 下水汚泥（しさ）

 （これまでに実施した取組）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

【前年度（令和４年度）実績】

 （これまでに実施した取組）

②計画

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

 （今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

【目標】



(第４面)

4 t 0 t 0 t 40 t 0 t

t t t t t

t t t t t

t t t t t

t t t t t

廃プラスチック類 木くず がれき類 ガラスくず燃え殻



(第５面)

3,390 t 167 t

優良認定処理業者
への処理委託量

t t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

t t

認定熱回収業者
への処理委託量

t t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
t t

※事務処理欄

全 処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類

②計画

【目標】

下水汚泥

 （今後実施する予定の取組）

下水汚泥(しさ)



(第５面)

6 t 1 t 2 t 50 t 1 t

t t t t t

t t t t t

t t t t t

t t t t t

ガラスくず燃え殻廃プラスチック類 木くず がれき類



（第６面）

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２  当該年度の６月30日までに提出すること。

３
当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
こと。

(1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2) ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元
請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種
に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3) ④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入
すること。

４ 　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、
自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量
と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組
を記入すること。

５ 　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理
委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関
する法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用
委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１
項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外
の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組
を記入すること。

６
　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別
紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、
産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記
入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記
入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。

７ 　※欄は記入しないこと。

備考



川俣水みらいセンターフローシート

令和　元年　６月　　日

【調査要領抜粋】
９．各処理フロー（水処理・汚泥処理）を矢印で示し、矢印には、水（青色）、汚泥（茶色）の着色をする。なお、日平均の値を記入すること。
10．建設中、計画中の施設は破線で囲むこと。
11．ダイオキシン類特定施設（水質・廃ガス等）は、判別が可能なように網掛けで明示し、凡例を設けること。
12．濃縮機、脱水機、焼却炉は能力及び基数を記入すること。

13．薬注は薬品及び平均添加率をフロー中に記入すること。
14．フロー中、流量計の設置位置に＝印を、流入水、放流水の採水位置にはS印を記入すること。
15．流量計の種類（電磁流量計、パーシャルフリューム等）を（ ）内に記入すること。

16．返流水のフローも記入すること。
17．し尿等場外からの負荷の投入位置を記入すること。

（ ）内数値 ：処理能力

沈砂池

遠心濃縮

(80m3/h×5基)

重力濃縮槽
(14mΦ×3基)

塩素混和池

塩素混和池

最終沈殿池

最終沈殿池

曝気槽

Ａ系
曝気槽

最初沈殿池

ベルトプレス

脱水機

B工程 しさ

余剰汚泥

分
離

返送汚泥

返送汚泥

水処理施設

汚
泥
処
理
施

遠心濃縮汚泥 ＰＡＣ
高分子

(3m×150kg/mh×8台)

B系流動炉

(90t/日×2基)

(40m3/h 3基)
竜華水みらい
センターより

場
内
返
流

(30m3/h 2基)

塩素混和池

急速ろ過

Ａ系

Ｂ系 Ｂ系

((18mΦ×1基)

排ガス処理

竜華水みらい
センターより

ベルトろ過濃縮

ろ液・洗浄水

（ ） ：処理能力

沈砂池

遠心濃縮
(80m3/h×3基)

重力濃縮槽
(14mΦ×3基)

塩素混和池

最終沈殿池

最終沈殿池

曝気槽

Ａ系

曝気槽

最初沈殿池

ベルトプレス

脱水機

第二寝屋川に

放流

初沈引抜汚泥
分
離

簡易処理

廃液

返送汚泥

汚
泥
処
理
施

マイクロストレーナー

砂ろ過機

再利用

遠心濃縮汚泥

A工程

(30m3/h 2基)

ろ液・洗浄水

Ａ系

Ｂ系

Ⅰ・Ⅱ系

再利用

(70t/日×1基)

A系流動炉スクリュープレス
脱水機

(600Φ×3台)

排ガス処理

ベルトろ過濃縮
(80m3/h×1基)

洗浄沈砂（フェニックス）
陸上残土埋立処分洗浄沈砂

B工程 しさ

機器のメンテナンス

廃プラ類 廃油 木くず がれき類焼却灰・燃え殻

埋立処分

（フェニックスへ）

A工程

焼却灰・燃え殻

埋立処分

（フェニックスへ）

大気放出

別紙１



〔社内組織図〕
令和　５年　４月　１日

A

契約、支払

川俣水みらいセンター B

報　　　告

相互連絡

維持管理

〔各部署の役割〕

B ・処理業者との委託契約、支払い

（別　紙　２）　　社　内　組　織　図　及　び　各　部　署　の　役　割

東部流域下水道事務所
川俣管理センター

運転管理担当
（行政） （処理業者）

汚泥処理施設 下水処理施設

東部流域下水道事務
所総務課

部　　署 役　　　　割
A ・産業廃棄物の発生から処分に至るまでの帳簿等を作成して統括的に把握管理


